
 

 

はじめに 

 平成１７年４月１日に改正児童福祉法が施行され、住民に身近な市町が子ども家庭相談の

第一義的な窓口となり、子ども虐待の未然防止・早期発見を中心に積極的な取組を進めるこ

と、都道府県は専門的な知識及び技術を必要とするケースへの対応や市町の後方支援に重点

化すること、そして、子ども家庭相談に関わる主体を増加させるとともにその役割を明確化

することにより、全体として地域における子ども家庭相談体制の充実を図る、という方針が

国から示されました。  

しかしながら、全国的に市町が子ども家庭支援と機関連携の要として十分に機能し

ているとは言えず、市町間の格差も小さくない状況であり、市町と児童相談所との責

任と役割の明確化、市町の子ども虐待発生予防のための在宅支援ネットワークの体制

整備などの問題が顕在化してきています。  

さらに本県においては、平成２６年に伊予市において、児童相談所が関わっていた

中で「少女傷害致死事件」が発生し、地域の住民をはじめ、多くの関係機関にも衝撃

が走りました。県としては、この事件を重く受け止め、二度とこのようなことが起こ

らないよう、子ども相談体制の充実強化や市町要保護児童対策地域協議会の機能強化、

関係機関との連携強化に向けた対策を取ってきたところです。  

地域の子どもたちを守るためには、市町と児童相談所それぞれが本来果たすべき役割

をきちんと果たすとともに、地域における「虐待防止ネットワーク」として、要保護児

童対策地域協議会の機能の充実強化を図ることが最も重要であることから、今般「市町

要保護児童対策地域協議会実務マニュアル」を取りまとめました。  

このマニュアルでは、初めて市町における子ども家庭相談に関わる方や要保護児童

対策地域協議会の運営に関わる方が手に取られても、子ども虐待通告の受理から調査、

安全確認までの初期対応、要保護児童対策地域協議会の法的位置づけや情報共有、会

議の開催等の手順が理解できるようにまとめられています。 

子ども虐待対応は県と市町の責務であり、相談体制整備と専門性の向上、多機関連

携が求められているところです。 

関係機関においては、このマニュアルを活用して、地域の子どもたちが確実に守ら

れる仕組みが強化されるよう、市町相談体制の強化と児童相談所や関係機関との多機

関連携に積極的に取り組んでくださるようお願い致します。  

  

なお、国においては、子ども虐待の発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化

等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、子育て世代包括支援センターの法

定化、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等の措置を講じることを趣旨と

して「児童福祉法等の一部を改正する法律」が平成 28 年 5 月 27 日に成立し、6 月 3 日の



 

 

公布日以降順次施行されているところです。今回の法改正の内容につきましては、「平成 28

年児童福祉法等改正のポイント」の項目で概要を説明しています。今後の政省令の制定や通

知により、改正法の運用が明らかになってくると思われますので、今回作成したこのマニュ

アルにつきましては、新しい改正法に即したものとなるよう、引き続き改訂作業を行ってい

くこととしております。 

 

 また、このマニュアルの作成にあたりましては、奈良県発行の「市町村要保護児童対策地

域協議会実務マニュアル」を初め、各自治体発行のマニュアルやウェブサイトを参考にさせ

ていただきました。巻末の参考文献に一括して記載しておりますが、あらためてお礼申し上

げます。 
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